
2 )  治療の初期段階からの緩和ケアの実施

日 標1 1

5年以内にすべてのがん診療に携わる医師が緩和ケアに関する研修を受

講する。

(現状と課題)

緩和ケアは、がん憩者が抱える身体的な苦痛や精神的な苦痛の軽減を図るもの

で あ り 、  治療の初期段階から緩和ケアを受けられることが望ましいとされてい

ます。

世界保健機関 (WH 〇) では、 緩和ケアを次のように定義しています。

[世界保健機関 (WH 〇 )  緩和ケアの定義 ( 2 0 0 2 年 ) ]

緩和ケアとは、生命を脅かす疾憩による問題に直面している憩者とその家族

に対して、 疾患の早期より痛み、 身体的問題、 心理社会的間題、 スピリチュア

ル な ( 霊 的 な ・ 魂 の ) 間 題 に 関 し て き ち ん と しfi評価を行い、それが障害とな

ら な い よ う に 予 防 し た り 対 処 し た り す る こ と で 、 ク オ リ テ ィ ・ オ ブ ・ ラ イ フ ( 生

活の質、生命の質)を改善するためのアブ口一チである。

以前は、 緩和ケアは 「終末期に必要なケア ( ターミナルケア)」 と理解されて

いました。しかし、上記の定義のとおり、最近では、がん治療の初期段階から

疫痛をはじめとした身体症状のコン トロール及び精神心理的な問題に対するケ

アを含めた全人的な緩和ケアを同時に行い 、 患 者 の ク オ リ テ ィ ・ オ ブ ・ ラ イ フ

( Q 〇  L、 生活の質)を総合的に高めることを目的としています。

治療の初期段階から緩和ケアを提供するために、拠点病院の整備指針では、

医師、 看護師、 医療心理に携わる者等で構成する緩和ケアチームの設置が定め

られています。

緩和ケアの提供体制について、 診療報西」リ中lの届出状況 (平成1 9 年 9 月 現 在 )

でみてみると、 緩和ケアに係る専従チームの設置等が施設基準となっている 「緩

和ケア診療加算」 の届出を行つているのは都内で1 0方種設です。

また、 入院による緩和ケアを提供する緩和ケア病棟の届出数は、 1 8 施 設 ・

3 4 2 床 ( 平 成 2 0 年 2 月 現 在 ) で す ( 4 3 ペー ジ ・ 図 1 5 参 照 ) 。 緩 和 ケ ア 病



棟の中には、入院による緩和ケアの提供以外にも、急変時の一時受入など在宅

療養のバックアップや緩和ケアに関する研修の場として機能しているところも

あ り ま す 。

緩和ケアチームや緩和ケア病棟を活用するなどして、治療の初期段階から緩

和ケアを提供できるような体制の整備を図ることが重要です。

都においてはこれまで、治療の初期段階から適切に緩和ケアを提供するため

には医療従事者への普及啓発が重要と考え、 平成6年度から医師 ・看護師等を

対象とした緩和ケア研修を実施してきました。 平成19年度には、 研修内容を

初級・中級・上級に体系立てるなどして研修の改編を行つたところですが、医

療従事者に対する緩和ケア研修のさらなる充実が求められています。

がんによる痛みなどを我慢するのではなく、治療の初期段階から緩和ケアを

受 け る こ と に よ り 、  苦痛が軽減され、 療養生活の質も高まります。 こ の よ う な

治療の初期段階からの緩和ケアの提供の必要性などについて、都民に普及を図

ることもまた重要です。

(施策の方向)

ア 治療の初期段階からの緩和ケアの実施

〇 緩和ケアについては、 治療の初期段階から適切に緩和ケアを提供できる

ようにするため、 すぺての拠点病院及び認定病院においては緩和ケアチーム
を設置し、 早期からの緩和ケアの提供を行つていきます。

lli また、治療の初期段階から在宅医療までの様々な場面において切れ目な

く緩和ケアを提供していくため、拠点病院を中心として、認定病院の協力を

得て、 緩和ケアチーム、 緩和ケア病棟、 在宅療養支援診療所等による地t或連

携を推進していきます。

1lil 緩和ケア病棟の確保については引き続き進めていきます。

イ 緩和ケアに関する医療従事者の育成と都民への普及

li がん治療の早期から治療と並行して適切に緩和ケアを提供していくため

には、緩和ケアに精通した医療従事者の人材育成が必要です。このため、

a



都及び拠点病院が実施する緩和ケアの研修について、都道府県拠点病院を

中心に共通カリキュ ラムを定めることにより、 研修内容を充実させ、 実践

的な人材育成を図つていきます。 また、 拠点病院の協力を得て、 都におけ

る緩和ケア研修の実施回数を増やし、 5年以内にすぺてのがん診療に携わ

る医師が緩和ケアに関する研修を受講するよう努めます。

、,.1 治療の初期段階からの緩和ケアの提供によって、がん憩者の療養生活の

質の向上を図ることができます。この緩和ケアを推進するためには都民への

知識の普及を図ることも必要であり、拠点病院及び認定病院に設置されてい

る相談支援センターを積極的に活用するほか、 インターネ ッ  トなどを通じ、

都民にわかりやすく情報提供をしていきます。

理
〇 がん診療連携拠点病院を中心として、緩和ケアチーム、緩和ケア病棟、在

宅療養支援診療所等による地域連携の推進

〇 緩和ケアに関する医療従事者の育成

〇 都民への緩和ケアに関する知識の普及
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( 3 )  在宅医療体制の充実

_日 標12 (再掲)

5年以内にすべての二次保健医療圏で5大がん(肺がん・胃がん・肝がん・

大腸がん・乳がん)地域連携クリティカルパスの整備

(現状と課題)

在宅医療は、 在宅でのがん患者の療養生活の質の向上を図り、 より充実した

生活が送れるよう関係機関が連携し患者や家族を支えてい<ことが必要です。

がん患者の意向を踏まえ、 住み慣れた家庭や地域での療養を誰もが選択でき

る よ う に 、  在宅医療の充実を図ることが求められています。

東京都における高齢化の将来推計1oをみると、 65歳以上の単独世帯は、 3 8

万 8 千 世 帯 ( 平 成 1 2 年 ) か ら 8 7 万 世 帯 ( 平 成 3 7 年 ) に 、 世 帯 主 が 6 5 歳

以上の夫婦のみの世帯は、 3 7 万 9 千 世 帯 ( 平 成 1 2 年 ) か ら 5 8 万 6 千 世 帯

( 平 成 3 7 年 )  に増加することが見込まれています。 このような単独または夫

婦のみの高齢者世帯の増加に対応したきめ細かな在宅医療の体制整備が求めら

れています。

厚生労働省「人口動態統計」によると、医療機関におけるがんによる死亡場

所の割合(全国ペー ス) を み る と 、  昭和35年の医療機関にtlSける死亡割合は

3 4.1 %、自宅における死亡割合は63.3%でしたが、平成18年には医療機関

が 9 2.7 %、 自「宅iが62%と大きく逆転しています。

また、 平成1 8年2月に東京都が実施した 「保健医療に関する世論調査」 に

よ る と 、  約半数の都民が在宅療養を希望していますが、 そのう ち 約 8 割 が  「家

族に負担をかける」、 「急に病状が変わったときの対応が不安」 などの理由で実

現は難しいと回答しています。

一方、 在宅医療に係わる医療資源についてみていくと、 平成1 8年4月の診

療報西州改定において、 2 4時間の往診等が可能な体制を確保していることなど

を要件とする在「 」=、モ痛養支援診療所が新たに位置づけられました。平成19年11

月現在、都内の在宅療養支援診療所の届出数は約12,000ヶ所の一般診療所の

う ち 約 1 ,1 0 0 ヶ 所 と なっています。

1o 国立社会保障・人口間題研究所 「日本の世帯数の将来推計 (都道府県別推計)」 ( 2 0 0 5 年 8 月 推 計 )



また、 都内の訪問看護 ステー ションについては、 平成1 9 年 8 月 現 在 で

5 4 7ヶ所、麻薬取扱薬局については、平成19年4月現在で、3,  0 7 4 ヶ

所 と なっています。

介護保険制度に関して、 平成1 8年4月に制度改正があり、 在宅で療養する

40歳以上64歳の方が介護保険の対象となる特定疾病に 「がん末期」 が新た

に追加されました。 また、 がん末期等の要介護者などに対して在宅生活継続の

支援を強化することを目的に、 医療機関や訪問看護ステーション等と連携して

提供する通所サー ビス (療養通所介護)や、介護老人保健施設や介護療養型医

療施設などの施設でのショ ー トステイ (短期入所療養介護)のサービスがそれ

ぞれ創設されました。

これらの在宅医療に係わる医療資源や介護保険サービスなどを有効に活用し

ながら、 在?二、モ,医療体制の充実を図る必要があります。

また、がん患者の在宅での療養生活の質の維持向上を図るため、在宅におい

ても適切な外来化学療法や緩和ケアが提供できる体制の整備を図る必要もあり

ます。

また、在宅における緩和ケアの提供、看取りの実施等のサー ビスを希望する

患者及びその家族のQ〇L(生活の質)の向上に資することを目的に、 都では平

成19年10月に在宅緩和ケア支援センターを 設 置 し ま し た ( 表 8 参 照 ) 。 在「''':e
緩和ケア支援センターは、 がん患者及びその家族の日常生活上の悩みや不安の

解消を図るための相談、緩和ケアに関する情報提供や在「?':e緩和ケアを推進する

ための研修などを行つています。在宅における緩和ケアを更に推進するために

は、 多摩地域に1 ヶ所ある在宅緩和ケア支援センターを区部へ も整備する必要

があります。

表 8  在宅緩和ケア支援センター 平 成 1 9 年 1 0 月 現 在

名 称 設置場所 業務内容

在宅緩和ケア支援

センター

社会福祉法人聖 ヨハ ネ 会

総合病院桜町病院内

( 小 金 井 市 桜 町 一 丁 目 2

番 2 0 号 )

・相談の実施

・緩和ケアに関する情報提供

・在宅緩和ケアを推進するため

の研修の実施



(施策の方向)

ア 在宅医療体制の充実

ll● がん患者が病院だけでなく、住み慣れた家庭や介護施設など、地域での

療養も選択できるよう在宅医療を充実させていきます。

〇 すぺての拠点病院及び認定病院において通院での抗がん剤治療を行える

よう外来化学療法を推進していきます。

li・拠点病院を中心に、認定病院の協力を得て、病院や在宅療養支援診療所、

言方間看護ステーション、 薬局や介護事業者等による地t或連携を推進します。

li・特に、地域における連携体制を構築するため、拠点病院を中心に、 5 年

以内に5大がん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん)の地域連携

クリティカルパスを整備していきます。また、 5大がん以外でも緩和ケアの

地域連携クリティカルパスの整備や経過観察時の対応なども含め、切れ目な

い医療が提供できる体制整備を行つていきます。

イ 在宅における緩和ケアの提供体制の整備

l0 拠点病院を中心とした地域連携を図るとともに、 都民が在宅においても

適切な緩和ケアを受けることができるよう、拠点病院及び認定病院では緩和

ケア外来の設置、または地域のかかりつけ医の協カを得るなどして緩和ケア

チームが外来患者への緩和ケアの実施に関わるような体制の整備などによ

り 、  在宅療養の支援体制の整備を推進していきます。

l0 また、都では、在宅における緩和ケアを更に普及するため、都では、が

ん患者及びその家族の緩和ケアに関する相談支援や情報提供、在 一一t緩和ケア

推進のための研修を行う在宅緩和ケア支援センターを都内2ヶ所に整備し、

在宅における緩和ケアの推進を図つていきます。

li・ また、がん患者が住みなれた家庭や地域での療養を選択できるようにす

るためには、都民の在宅医療に関する理解も必要であり、ホームページ等の

活用により、がん専門医療や在宅医療また今後整備する地域連携クリティカ

ルパスについて普及啓発を行つていきます。



西
〇 病院、在宅療養支援診療所、 訪問看護ステー ション、 薬局や介護事業者等

による地域連携の推進による在宅医療体制の充実

〇 がん診療連携拠点病院を中心とした地域連携の推進による在「'' ::eのおける緩

和ケアの提供体制の整備

a


